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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第３四半期
連結累計期間

第13期
第３四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自　2018年７月１日
至　2019年３月31日

自　2019年７月１日
至　2020年３月31日

自　2018年７月１日
至　2019年６月30日

売上高 （百万円） 46,291 49,977 60,824

経常利益 （百万円） 10,082 10,580 12,165

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 6,771 7,078 8,080

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 6,123 6,357 7,328

純資産額 （百万円） 76,854 80,292 78,108

総資産額 （百万円） 93,628 98,079 94,595

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 125.80 131.51 150.11

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 82.1 81.8 82.5

 

回次
第12期

第３四半期
連結会計期間

第13期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年３月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 53.92 56.50

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．2019年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生したものはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において判断したものです。

 

(1）経営成績の状況

　2019年11月に当社子会社のショーボンド建設株式会社が施工する東名高速道路の橋梁補修工事現場で発生いたし

ました火災事故につきましては、発注者様のご指導のもと再発防止策を策定し、工事を再開いたしました。今後

も、安全については最大限の注意を払い、これまで以上に安全管理の徹底等再発防止に取り組んでまいります。

　また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた対応としまして、各現場の工事継続及び一時休

止につきましては、国土交通省からの通知に従い、発注者様と十分に協議を行ったうえで、協力会社等のご理解を

得ながら個別に判断しております。公共工事及び河川や道路などの公物管理は、政府から発表された「新型コロナ

ウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言が出された場合に

おいても、事業の継続が求められる事業に位置付けられております。当社グループが行っている橋梁・トンネルな

どの補修・補強工事の現場の多くはこれに該当しており、現時点でもほとんどの現場が稼働しております。

 

　当第３四半期連結累計期間（2019年７月１日～2020年３月31日）における当社グループの連結業績につきまして

は、受注高は、第3四半期に高速道路会社から10億円を超える大型工事を複数受注したほか、国土交通省からの受

注も順調に推移したことで、前年同期比8,279百万円増加（14.2％増）の66,724百万円となりました。受注残高

は、好調な受注高が売上高を上回ったことで、前年同期比18,149百万円増加（34.4％増）の70,848百万円となりま

した。売上高は、豊富な手持ち工事の施工が順調に進捗したことで、前年同期比3,686百万円増加（8.0％増）の

49,977百万円となりました。

　利益につきましては、完成工事高の増加および高水準の完成工事粗利率を維持したことで、営業利益は前年同期

比565百万円増加（5.7％増）の10,438百万円、経常利益は前年同期比498百万円増加（4.9％増）の10,580百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比307百万円増加（4.5％増）の7,078百万円となりました。

　各セグメントにおける受注実績、売上実績及び受注残高は次のとおりです。（各実績は外部顧客に対するものを

記載しています。）

 

受注実績

（単位：百万円）
 

区分
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年７月１日
至　2019年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

国内建設 55,978 64,292（ 14.9％）

その他 2,466 2,431（△1.4％）

合計 58,444 66,724（ 14.2％）

　（注）表中の百分率は、対前年同期増減率

 

売上実績

（単位：百万円）
 

区分
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年７月１日
至　2019年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

国内建設 43,824 47,545（ 8.5％）

その他 2,466 2,431（△1.4％）

合計 46,291 49,977（ 8.0％）

　（注）表中の百分率は、対前年同期増減率
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受注残高

（単位：百万円）
 

区分
前第３四半期連結会計期間末

（2019年３月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（2020年３月31日）

国内建設 52,698 70,848（ 34.4％）

その他 － －（ 　－％）

合計 52,698 70,848（ 34.4％）

　（注）表中の百分率は、対前年同期増減率

 

(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末より3,484百万円増加し、98,079百万円となりまし

た。これは、工事代金、未払法人税等及び配当金の支払のため有価証券が減少した一方で、工事の大型化により受

取手形・完成工事未収入金等が増加したためです。

　負債は、前連結会計年度末より1,299百万円増加し、17,786百万円となりました。これは主に、賞与引当金が増

加したためです。

　純資産は、前連結会計年度末より2,184百万円増加し、80,292百万円となりました。これは、保有株式の時価下

落によりその他有価証券評価差額金が減少した一方で、配当金の支払を上回る親会社株主に帰属する四半期純利益

の計上により利益剰余金が増加したためです。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が定めている経営方針・経営戦略等に

ついて重要な変更はありません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）の事業上及び財務上の対処すべき課題

に重要な変更及び新たに生じた課題ははありません。

 

(5）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は411百万円です。なお、当第３四半期連結累計期間において、

当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2020年５月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 56,745,180 56,745,180
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 56,745,180 56,745,180 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年３月31日 － 56,745,180 － 5,000 － 1,250

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2019年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2019年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 2,916,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 53,807,000 538,070 －

単元未満株式 普通株式 21,280 － －

発行済株式総数  56,745,180 － －

総株主の議決権  － 538,070 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が600株（議決権６個）含まれてい

ます。

２　単元未満株式には、当社所有の自己株式84株が含まれています。

 

②【自己株式等】

    2019年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

ショーボンドホールディン

グス株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町

７番８号
2,916,900 － 2,916,900 5.14

計 － 2,916,900 － 2,916,900 5.14

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020

年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年７月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人和宏事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,756 12,207

受取手形・完成工事未収入金等 ※１ 28,903 ※１ 42,788

有価証券 18,299 7,704

未成工事支出金 36 72

その他のたな卸資産 1,029 971

その他 1,103 1,479

貸倒引当金 △33 △27

流動資産合計 61,095 65,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,940 2,852

機械装置及び運搬具（純額） 241 217

工具、器具及び備品（純額） 241 208

土地 8,651 8,651

リース資産（純額） － 51

建設仮勘定 8 173

有形固定資産合計 12,083 12,155

無形固定資産   

のれん 721 648

その他 118 97

無形固定資産合計 839 745

投資その他の資産   

投資有価証券 18,236 16,977

退職給付に係る資産 548 581

繰延税金資産 273 797

その他 1,534 1,641

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 20,576 19,983

固定資産合計 33,499 32,884

資産合計 94,595 98,079
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2019年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 ※１ 4,845 ※１ 5,635

電子記録債務 2,778 2,995

未払法人税等 2,375 2,056

未成工事受入金 687 1,122

賞与引当金 － 1,305

役員賞与引当金 306 －

完成工事補償引当金 ※２ 104 ※２ 159

工事損失引当金 58 26

その他 3,522 2,735

流動負債合計 14,678 16,035

固定負債   

繰延税金負債 82 －

土地再評価に係る繰延税金負債 323 323

完成工事補償引当金 ※２ 424 ※２ 407

役員退職慰労引当金 8 12

退職給付に係る負債 933 926

その他 35 81

固定負債合計 1,808 1,751

負債合計 16,486 17,786

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 34,762 34,762

利益剰余金 41,455 44,362

自己株式 △2,501 △2,502

株主資本合計 78,716 81,622

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,237 1,453

土地再評価差額金 △2,764 △2,764

為替換算調整勘定 △13 △13

退職給付に係る調整累計額 △109 △26

その他の包括利益累計額合計 △650 △1,351

非支配株主持分 42 22

純資産合計 78,108 80,292

負債純資産合計 94,595 98,079
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2018年７月１日
　至　2019年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

売上高 46,291 49,977

売上原価 33,465 36,573

売上総利益 12,825 13,404

販売費及び一般管理費 2,951 2,965

営業利益 9,873 10,438

営業外収益   

受取利息 62 48

受取配当金 66 81

受取保険金 41 50

受取賃貸料 46 77

その他 19 21

営業外収益合計 235 280

営業外費用   

支払手数料 4 11

賃貸費用 20 52

事故関連損失 － ※ 66

その他 1 7

営業外費用合計 26 138

経常利益 10,082 10,580

特別利益   

投資有価証券売却益 0 23

関係会社株式売却益 11 －

その他 6 0

特別利益合計 18 23

特別損失   

完成工事修補費用 131 115

投資有価証券評価損 － 63

その他 0 3

特別損失合計 131 183

税金等調整前四半期純利益 9,968 10,420

法人税、住民税及び事業税 3,507 3,661

法人税等調整額 △309 △298

法人税等合計 3,197 3,362

四半期純利益 6,771 7,058

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △20

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,771 7,078
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2018年７月１日
　至　2019年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

四半期純利益 6,771 7,058

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △704 △784

為替換算調整勘定 0 0

退職給付に係る調整額 55 83

その他の包括利益合計 △648 △701

四半期包括利益 6,123 6,357

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,123 6,377

非支配株主に係る四半期包括利益 － △20
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しています。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含

まれております。

 
前連結会計年度

（2019年６月30日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年３月31日）

受取手形 96百万円 －百万円

支払手形 99　〃 －　〃

 

※２　偶発債務

　前連結会計年度(2019年６月30日）

　2016年６月期において当社の子会社であるショーボンド建設株式会社及びその子会社が施工した橋梁補修工事で使用

した落橋防止装置の部材に一部溶接不良があることが判明し、調査及び修補に伴う費用のうち当連結会計年度に発生し

た費用218百万円を完成工事修補費用として特別損失に計上しています。

　また、将来発生が合理的に見込まれる調査、修補費用として完成工事補償引当金に計上した金額は、当連結会計年度

末において、流動負債71百万円、固定負債424百万円となっております。

　一方、製造に起因する不良が判明した場合、その調査・修補費用については製造会社に求償することとしており、製

造会社からの回収の都度、特別利益に計上する予定です。

　しかしながら、今後数年間調査の過程で新たに修補費用が発生する可能性があり、また製造会社からの回収状況によ

り、連結業績に影響が生じる可能性がありますが、その時期及び総額については現時点では合理的に見積もることが出

来ないため、その影響を連結財務諸表に反映していません。

 

　当第３四半期連結会計期間（2020年３月31日）

　2016年６月期において当社の子会社であるショーボンド建設株式会社及びその子会社が施工した橋梁補修工事で使用

した落橋防止装置の部材に一部溶接不良があることが判明し、調査及び修補に伴う費用のうち当第３四半期連結累計期

間に発生した費用115百万円を完成工事修補費用として特別損失に計上しています。

　また、将来発生が合理的に見込まれる調査、修補費用として完成工事補償引当金に計上した金額は、当第３四半期連

結会計期間末において、流動負債109百万円、固定負債407百万円となっております。

　一方、製造に起因する不良が判明した場合、その調査・修補費用については製造会社に求償することとしており、製

造会社からの回収の都度、特別利益に計上する予定です。

　しかしながら、今後数年間調査の過程で新たに修補費用が発生する可能性があり、また製造会社からの回収状況によ

り、連結業績に影響が生じる可能性がありますが、その時期及び総額については現時点では合理的に見積もることが出

来ないため、その影響を四半期連結財務諸表に反映していません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　事故関連損失

　当社子会社のショーボンド建設株式会社が施工する東名高速道路の橋梁補修工事で、2019年11月21日に発生した火災事

故に伴う損失見込額（足場の撤去、現場の復旧等）のうち、当第３四半期連結累計期間に発生した損失額66百万円を営業

外費用に計上しました。

　なお、当火災事故に伴う損失額について受取保険金の発生が見込まれますが、現時点において確定していないため、計

上しておりません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産等に係る償却費含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年７月１日
至　2019年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

減価償却費 390百万円 317百万円

のれんの償却額 73　〃 73　〃

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2019年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年９月27日

定時株主総会
普通株式 2,018 75.00 2018年６月30日 2018年９月28日 利益剰余金

2019年２月８日

取締役会
普通株式 1,345 50.00 2018年12月31日 2019年３月14日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年９月26日

定時株主総会
普通株式 2,287 85.00 2019年６月30日 2019年９月27日 利益剰余金

2020年２月10日

取締役会
普通株式 1,883 35.00 2019年12月31日 2020年３月13日 利益剰余金

（注）　2019年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割は2019年７月１

日を効力発生日としておりますので、2019年６月30日を基準日とする配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に

実施しております。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2019年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額
　 （注３） 国内建設

売上高      

外部顧客への売上高 43,824 2,466 46,291 － 46,291

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 1,268 1,269 △1,269 －

計 43,826 3,734 47,560 △1,269 46,291

セグメント利益 9,044 791 9,836 37 9,873

（注）１　「その他」には、海外建設、製品製造販売業を含んでいます。

２　セグメント利益の調整額の内訳は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
 

 金額

セグメント間取引消去によるもの 205

セグメントに配分していない全社費用（注） △167

その他の調整額 △0

計 37

（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結損益
計算書計上額
　 （注３） 国内建設

売上高      

外部顧客への売上高 47,545 2,431 49,977 － 49,977

セグメント間の内部売上高

又は振替高
13 1,533 1,547 △1,547 －

計 47,559 3,965 51,524 △1,547 49,977

セグメント利益 9,721 706 10,427 10 10,438

（注）１　「その他」には、海外建設、製品製造販売業、海外製品販売業を含んでいます。

２　セグメント利益の調整額の内訳は次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
 

 金額

セグメント間取引消去によるもの 192

セグメントに配分していない全社費用（注） △178

その他の調整額 △2

計 10

（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は次のとおりです。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年７月１日
至　2019年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年７月１日
至　2020年３月31日）

１株当たり四半期純利益 125円80銭 131円51銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
6,771 7,078

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（百万円）
6,771 7,078

普通株式の期中平均株式数（千株） 53,828 53,828

（注）１.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２.　2019年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

　　　　　 に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり四半期純利益」を算定しております。
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２【その他】

　第13期（2019年７月１日から2020年６月30日まで）中間配当については、2020年２月10日開催の取締役会におい

て、2019年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当

を行うことを決議いたしました。

(1）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,883百万円

(2）１株当たりの金額　　　　　　　　　　 　　　　　35円00銭

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　 2020年３月13日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年５月11日

ショーボンドホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　和宏事務所

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大塚　尚吾　　㊞

 

 業務執行社員  公認会計士 小澤　公一　　㊞

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているショーボンド

ホールディングス株式会社の2019年７月１日から2020年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(2020年

１月１日から2020年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2019年７月１日から2020年３月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ショーボンドホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年３月

31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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